
で
１
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、

麓･縄箪(平成２６年)繍溌霧騨水曜巳Ⅱ

賠
償
命
令

為
の
一
部
認
定

一
判
決
で
は
、
「
被
害
者
ら
は
要

一
》
漉
鍾
撫
黙

『
宗
教
法
人
代
表
州

繊
万
円
鰻

東
京
地
裁
判
決
行

宗
教
法
人
「
小
牧
者
訓
練

会
」
の
代
表
の
男
性
（
髄
）
か
ら

セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
受
け
た
な
ど
と
し
て
、
元
信

者
の
女
性
４
人
が
代
表
と
教
団

な
ど
を
相
手
取
り
、
総
額
４
６

２
０
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め

た
訴
訟
の
判
決
が
”
日
、
宝
泉

地
裁
で
あ
っ
た
。
山
田
明
裁
判

長
は
、
代
表
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ

行
為
の
一
部
を
認
定
し
、
総
額

１
５
４
０
万
円
の
支
払
い
を
命

じ
た
。元

信
者
の
支
援
団
体
に
よ
る

と
、
４
人
は
２
０
０
０
年
４
月

か
ら
複
数
回
に
わ
た
っ
て
、
土

浦
市
内
に
あ
る
代
表
の
家
や

つ
く
ば
市
の
チ
ャ
ペ
ル
な
ど
で

下
半
身
を
触
ら
れ
た
り
、
キ
ス

さ
れ
た
り
し
た
壁
し
て
、
船

年
７
月
に
東
京
地
裁
に
提
訴
。

で
女
性
信
者
に
性
的
暴
行
難
加

え
た
と
し
て
、
加
年
に
準
強
姦

が
燈

た
。

と
耽
帽
帽
捌
剛
企
洲
州
洲
州
鮒

郷
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
ｐ

き
わ
め
て
公
正
な
判
断
を
下
し

て
く
れ
た
」
と
評
価
。
教
団
側

の
弁
護
人
は
「
こ
う
い
う
判
決

が
出
る
と
は
予
想
し
て
お
ら

ず
、
驚
い
て
い
る
ｐ
非
常
に
残

念
で
、
不
当
な
判
決
が
な
さ
れ

た
と
思
っ
て
い
る
」
と
話
し
、

控
訴
す
る
方
針
を
示
し
た
。

代
表
は
つ
く
ば
市
内
の
教
会

容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
が
、
水
戸

地
裁
土
浦
支
部
は
ｎ
年
５
月
、

『
被
害
者
の
供
述
は
信
用
で
き

な
い
」
な
ど
と
し
て
、
無
罪
判

決
を
言
い
渡
し
て
い
た
。

夕

ク
ハ
ラ
』


